
新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）への対応
(2020年4月2日)
A.I.Tax and Legal Advisors Co., Ltd.



©
20

20
 A

.I.
Ta

x a
nd

 L
eg

al
 A

dv
iso

rs
 C

o.
, L

td
. A

ll 
rig

ht
s r

es
er

ve
d.

無
断

転
載

禁
止

• 前回、ご案内した休業の場合の社会保険基金から労働者への給付ですが、3/31の閣議で内容が若干変更され
ました。上限が50%から62%（上限：月7500→9300バーツ）、また日数が90日へ統一されました。今後、国
会へ法改正案が諮られますが、そこでも内容が変更される可能性があります。詳細は添付をご覧ください。

• 皆様ご承知かと存じますが、先程、緊急事態宣言の第2版が発令されました。全国で22:00〜4:00の間、外出
禁止令となります。例外としては、医療、銀行、消費財・農産物輸送、薬・医療用品、新聞、小包・燃料輸
送、輸出入のための輸送となります。また、夜勤のための移動、空港へ（空港から）の移動も例外となりま
す。ただし、夜勤のための移動につきましては、告知の文章ではどこまでが許されるのか不明確ですので、
各県の保健事務所、警察署、県庁にもご確認ください。なお、可能な場合でも夜勤者には、IDカード、社員
証、社内の夜シフトの指示書を持たせてください。

• 先日ご案内したバンコク都内の12か所の検問所（現在は13か所）以外にも各県の県境に検問所が設けられて
おります。検問所の場所は、下記のサイトから マークで表示された場所になります（漏れがある可能性
もあります）。スマートフォンからも確認可能。 URL: https://traffic.longdo.com/ モバイル版

• COVID-19に関する法務、労務、税務等の問題について、弊社お客様については無料でメールでのご相談に応
じます。ただし、公益のため皆様と共有すべきと判断するご相談内容については、会社、個人等を特定でき
ない形でシェアする場合もございますので予めご了承願います。

• 弊社でも時差出社やテレワークを一部適用しておりますが、日中に外出禁止令が出ない限り、サービス提供
は土日祝以外、通常通りとなります。緊急時は井上もしくは南里宛にご一報ください。
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使用者による賃金
支払の有無

政府命令による一時休業

労働者が無勤務＋使用者が無支
給の場合、SSFから90日を

上限に賃金の62%*を給付。
使用者は賃金支給義務無し

使用者による自主的な
一時休業

労働者保護法の一時休業の
手続を前提に使用者は賃金

の75%を支給

自己観察のための14日間
検疫（海外等からの帰国、

社内等で接触者に感染発覚）

まず、有給休暇、疾病休暇、
私用休暇（全て有給）を利
用するため使用者が通常の

賃金を支給

左記休暇を全て使い終わっ
た場合、SSFから90日を上
限に賃金の62%*を給付。

使用者は賃金支給義務無し

SSF:社会保険基金 *上限は月9,300バーツ

(注)3/31閣議承認版。ただし、国会で修正の可能性あり。


